
◎都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正す

る法律 
（平成一八年五月三一日法律第四六号）   

一、提案理由（平成一八年三月一七日・衆議院国土交通委員会） 

○北側国務大臣 ただいま議題となりました都市の秩序ある整備を図るための都市計画

法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 

 近年、モータリゼーションの進展等を背景といたしまして、都市の無秩序な拡散が進

み、中心市街地の空洞化のみならず、高齢者等が病院等の公共公益施設に歩いて行くこ

とができなくなることや、公共投資の非効率性、環境負荷の増大などの問題が生じてお

ります。今後、人口減少・超高齢社会が到来する中で、既存の社会資本のストックを有

効に活用しつつ、都市機能を集約したコンパクトなまちづくりを進めることが求められ

ております。そのためには、都市構造に広域的に大きな影響を与える大規模集客施設や

公共公益施設について、都市計画の手続を通じて、地域の判断を反映した適切な立地を

確保する必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第でございます。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、第二種住居地域、準住居地域及び工業地域並びに都市計画区域及び準都市計

画区域内の用途地域の指定のない区域内では、大規模集客施設は、原則として建築でき

ないこととしております。 

 第二に、都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、建築物の建築が現に行われてい

る区域等を含み、かつ、将来における一体の都市としての整備等に支障が生じるおそれ

があると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができることと

しております。 

 第三に、開発許可について、市街化調整区域内において大規模開発を許可できるとす

る基準を廃止するとともに、病院等のための開発行為及び国、地方自治体等が行う開発

行為は開発許可等を要することとします。 

 第四に、大規模集客施設のため開発整備を実施すべき区域を開発整備促進区として地

区計画に定めることができることとします。 

 第五に、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体等を都市計画の提案権者に

追加するとともに、都道府県が都市計画に係る協議を行う際に関係市町村から意見の開

陳を求めることができることとします。 

 その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地

開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととして

おります。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 



二、衆議院国土交通委員長報告（平成一八年四月一一日） 

○林幹雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、都市の秩序ある整備を図るため、都市計画制度の見直しなど所要の措置を講

じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、都市計画区域内等の一定の区域内において、大規模集客施設の立地を規制す

ること、 

 第二に、準都市計画区域の指定権者を市町村から都道府県とすること、 

 第三に、公共公益施設や市街化調整区域内の大規模開発について、開発許可制度の見

直しを行うこと、 

 第四に、大規模集客施設の整備による商業等の利便の増進を図るため、開発整備促進

区を地区計画に定めることができること 

などであります。 

 本案は、去る三月十六日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託され、翌十七日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。二十

九日質疑に入り、同日視察を行い、四月四日参考人からの意見聴取を行い、翌五日質疑

を終了いたしました。 

 本日、本案に対し、日本共産党及び社会民主党・市民連合から修正案が提出され、趣

旨の説明を聴取した後、採決いたしました結果、修正案は賛成少数で否決され、本案は

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年四月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 地方公共団体が行うまちづくりの実施に当たっては、良好な景観の形成に配慮する

とともに、都市の持つ歴史、文化、伝統等都市の特性を活かした個性あるまちづくり

が行えるよう、できる限りの措置を講ずること。 

二 中心市街地の活性化の実効性を確保するため、中心市街地活性化法による施策と本

法による施策が的確に実施されるよう、必要に応じ関係省庁間及び地方公共団体の関

係部局間の緊密な連携を図ること。 

三 都道府県の準都市計画区域の指定に当たっては、秩序ある土地利用を図るため、農

地関係部局等と連携を図ることにより、準都市計画区域制度の活用が図られるよう努

めること。 

四 市町村による都市計画の決定に当たって、広域的観点からの調整が図られるよう、

都道府県知事の協議及び同意に際し、関係市町村からの意見聴取など関係者からの意



見反映に努めるよう周知徹底を図ること。 

五 都市計画は地域住民による積極的なまちづくりの参加が重要であることにかんがみ、

地域住民等に対し都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に努めること。 

六 社会福祉施設等の立地に当たっては、地域の実情に十分配慮すること。 

七 都市における公共交通機関の役割の重要性にかんがみ、中心市街地活性化策の実施

と併せて公共交通機関の一体的整備を推進すること。また、その整備に当たっては、

地方公共団体、交通事業者、地域住民等が協力して実施されるよう努めること。 

八 既に大規模集客施設の出店を予定している事業者もあることにかんがみ、本法の施

行前に、本制度の趣旨について周知徹底し、その理解を深めるよう努めること。 

九 本法の趣旨に基づき関連する事業の進捗状況の把握及び効果の測定等の事後評価を

行うとともに、その結果について情報開示に努めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一八年五月二四日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、都市の秩序ある整備を図るため、準都市計画区域制度の拡充、開発許可

を要する開発行為の範囲の見直し、市街化調整区域を除く都市計画区域又は準都市計画

区域のうち用途地域の指定のない区域内における建築物の建築の制限の見直し、公有地

の拡大の推進に関する法律による先買いに係る土地を供することができる用途の範囲の

拡大等、所要の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、経済産業委員会との連合審査会の開会、参考人からの意見聴

取とともに、中心市街地の空洞化が進行する下での法案提出時期の妥当性、大規模集客

施設の立地規制の在り方と広域調整の実効性、中心市街地活性化の実現可能性と居住回

帰促進策、国土形成計画の在り方と農地を含む土地利用計画体系の一元化、中心市街地

活性化に必要な交通利便性の向上と駐車施設の確保策等について質疑が行われましたが、

その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、日本共産党及び社会民主党・護憲連合を代表して小林委員より修

正案が提出されました。 

 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年五月二三日） 

 人口減少時代における都市計画は、社会経済情勢等の変化を展望しつつ、長期的な観

点から策定される国土計画の下、持続可能な都市構造の構築という視点に立ち、政府は、

本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期す

べきである。 



一、現行のまちづくり三法が有効に機能していない現状を踏まえ、今後は、中心市街地

活性化の実効性を確保するため、中心市街地活性化法に基づく施策と本法に基づく施

策が的確に実施されるよう、関係省庁間及び地方公共団体の関係部局間の緊密な連携

が図られるようにすること。 

二、地方公共団体による都市計画の策定や中心市街地活性化の取組に当たり、地域住民

の積極的かつ主体的な参加を促すとともに、都市計画制度やまちづくりに関する実践

的知識の普及、啓蒙、教育等に努めること。 

  また、地域の特性をいかした個性あるまちづくりの中核となる人材の育成、災害時

の被害軽減等のため必要な措置を講じること。 

三、郊外が市街地化している現状を踏まえ、今後、集約型都市構造を指向するに当たっ

ても、郊外居住者の生活利便性が低下することのないよう配慮すること。 

四、市町村による都市計画決定に当たって広域的観点からの調整のために定められてい

る都道府県知事の協議及び同意に際して、計画策定市町村の主体的意思に適切に配慮

すること。 

五、都道府県による準都市計画区域の指定について、秩序ある土地利用を促すとともに、

優良農地の保全に資する観点から農地関係部局等との積極的な連携・協力の下に、そ

の活用が十分図られるよう努めること。 

六、本法改正の趣旨にかんがみ、準工業地域における大規模集客施設の立地については、

中心市街地活性化法による基本方針に基づき、特別用途地区等の活用により、その適

正化が図られるよう努めること。 

七、本法の施行日以降に、いわゆる既存不適格となる大規模集客施設については、住民

の利便性を考慮しつつ、地域の判断で必要な場合には、用途変更等の手続が円滑に行

われるよう十分配意すること。 

八、本法の趣旨に基づき関連する事業の進捗状況の把握及び効果の測定等の事後評価を

行うとともに、その結果について公表すること。 

  右決議する。 

 


